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１　はじめに

近年、SDGs、パリ協定、2050 年の温室効果ガス

80％削減の長期目標のもと、脱炭素イノベーションに

よる地域社会・経済システムの変革が不可避な状況と

なっている［環境省、2019］。また、環境省の第五次

環境基本計画では、SDGs やパリ協定といった世界的

な脱炭素化の潮流と我が国が抱える課題である環境・

経済・社会の統合的向上に向けて、各地域がその特性

に応じて、地域資源を活かし、自立・分散型の社会を

形成しつつ、近隣地域と地域資源を補完し、支え合う

ことで「地域循環共生圏」を創造することを掲げてい

る［環境省、2018］。

地方公共団体においても、低炭素型の都市・地域づ

くりの推進、エネルギーの面的利用の促進［環境省、

2016］や、地域新電力等の推進［環境省、2018］によ

る、地域の低炭素化の自立的普及、地域循環共生圏の

実現への加速が期待されているところである。
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ABSTRACT:

In this study, in the local energy projects by local government initiatives, 46 projects of distributed energy 

infrastructure projects from conception / planning to commercialization are targeted, and the process of 

examination, process for commercialization, etc. are shown in chronological order. Tracing, conducting a 

cross-sectional and systematic analysis of factors that succeed in commercialization and factors that hinder 

commercialization through questionnaire survey and hearing survey, and clarifying the direction of policies and 

efforts required for the development and dissemination of local energy projects by local government initiatives did.

Then, based on the analysis of commercialization factors, I got the implication that “creation of 

commercialization driving force and guarantee of effectiveness”, “securing of players with know-how”, 

“involvement of related parties by administrative leadership”, “utilization of specialized human resources” and 

“flexibility such as review and cooperation of various plans”.
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２　先行研究

こうした中で、地域資源を活用し、地方公共団体が

主導しながら、再生可能エネルギーを活用した事業に

係る実態調査や導入に向けた政策のあり方、事業化を

促進する要因に係る考察、都道府県や市区町村の役割

などに着目したものなど、いくつか既往研究として報

告されている。

例えば、加藤ら［2006］は、地域政策からみた新エ

ネルギー事業の実態と事業化促進要因に関する考察を

行っており、自治体が事業化主体となった事業を対象

として、地域新エネルギービジョンを分析対象として

その事業数に着目した分析を行っている。しかし、分

析当時は、実施事業において太陽光発電が圧倒的に多

く、再生可能エネルギー（以下、「再エネ」という。）

の普及政策の環境が現在と大きく異なっており、対象

となる再エネの種類や政策環境の異なる現在における

事業化要因の分析を行うことは、分析結果を誤った方

向に導く恐れがある。

八木［2017］は、再エネ政策における都道府県の役

割に着目し、長野県と大分県を事例として、再エネ政

策のガバナンス的要素とそれを反映した支援機能に着

目した分析を行っている。しかし、あくまで都道府県

の役割について分析と検討にとどまっており、市区町

村などの地方自治体の役割についての分析は行ってい

ない。

白井［2018］は、地域主導の再生可能エネルギー導

入において先進地である長野県飯田市及び滋賀県湖南

市において住民アンケートにより再エネによる地域社

会の社会経済システムの変革を図る構造的再生への期

待と実態の評価、再エネへの関与の実態と今後の意向

を明らかにし、地域における関連施策のあり方を検討

している。しかし、分析の視点が、地域主導での再エ

ネ導入において、地域住民による再エネへの関与の促

進に関する分析である。

藤井ら［2015］は、地域における再生可能エネルギー

利用の実態と課題について、全国市区町村アンケート

の結果から、地域における再エネ利用の実態と課題の

把握、求められる国の政策対応等について検討を行っ

ている。しかし、基礎自治体に関するアンケートの一

次集計結果による分析にとどまり、現地調査などによ

る深堀調査が期待されるところでる。

石倉ら［2015］は、都道府県単位で見た再生可能エ

ネルギー利用の特徴と課題について、全国市区町村ア

ンケート結果から分析を行っており、自治体自ら事業

主体になるなどの自治体の果たしうる役割は大きく、

再エネ利用時の課題や再エネの政策にかかる基礎自治

体の役割などにも言及されいてる。しかし、分析時に

都道府県単位で回答を集約しており、市区町村別の特

色を生かした政策検討には至っていない。

そこで、本研究では、現状の再エネ政策の下での自

治体主導のエネルギー事業の事業化要因の分析及び基

礎自治体として都道府県だけではなく、市町村レベル

の事業主体の事業も含むものとし、構想・計画策定か

ら事業化の段階まで具体的に遷移している事業を対象

として、時系列をたどり、構想・計画策定時からそ

の後の動向について、事業化要因及び阻害要因を横断

的・体系的に整理し具体化するとともに、自治体主導

のエネルギー事業の展開・普及に向けて求められる政

策・取組の方向性について明らかにすることを目的と

する。

３　方法

１）対象とするエネルギー事業

本研究で対象とする自治体主導のエネルギー事業

は、分散型エネルギーインフラ整備の促進を目指して、

2014 年度から実施されている総務省の分散型エネル

ギーインフラプロジェクトである。

2014 年度から 2018 年にわたって総務省が採択して

きた分散型エネルギーインフラプロジェクトは表１の

通りであり、各団体がマスタープランを策定している。

本研究では、これら 46 の事業を検討対象とした（以

下、「対象 46 事業」という。）。

２）調査方法

本研究では、分散型エネルギーインフラプロジェク

トの構想・計画策定時からその後の計画の事業化進捗

について、策定当時から引き継がれた担当者への書面

調査ならびに、WEB 会議調査・現地往訪調査などに
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よる詳細調査を行った。これにより、確実に時系列で

いつ誰がどのような経緯で事業化が進んだのか、ある

いは阻害され事業がとん挫したのかが把握できる。

具体的な調査フローは図１の通りである。

⑴　書面調査

書面調査については、事業化成功要因・阻害要因把

握の詳細調査に向けた基礎的・網羅的情報を入手する

ことを目的として、対象 46 事業に対して、効率的な

運用のため、エクセル形式のメール発送によるアン

ケート調査を実施した。書面調査の実施概要は表 2 の

通りである。

なお、マスタープランにおける取組内容の分析の枠

組みは、地域の課題解決の視点・地域のめざすべき姿

の視点から、「中長期的な目線で地域課題解決に資す

るビジョンが描かれているか」という点及び、「事業

継続が担保された取組内容となっているか」という点

で設定するとともに、マスタープラン策定後の動向も

把握した。そのため、書面調査においては、事業化に

かかるバリューチェーンや、ビジネスモデル・キャン

バスの考え方を参考にして、１) 実施意義・ビジョン、

２）目的、３）エネルギー需給、４）実施体制・スキー

ム、５）事業採算性について、（以下、「分析軸」とい

う。）という項目に沿って、図２の通り分析項目を設

定し、書面にて設問を設けて、マスタープラン内容を

把握・分析を狙いとした。

⑵　詳細調査

詳細調査については、書面調査・電話調査で把握し

きれない内容について、WEB 会議もしくは現地往訪

によるヒアリング調査により意見聴取を行った。ヒア

リングでは分析軸にそって実態を把握し、事業化にか

かる成功要因・阻害要因を具体的に明らかにした。詳

細調査の実施概要は表３の通りである。

表 1　対象とするエネルギー事業

採択年度 採択自治体

2014 年度

北海道石狩市、北海道下川町、青森県弘前市、岩手県八
幡平市、山形県、栃木県、群馬県中之条町、静岡県富士
市、大阪府四條畷市、兵庫県淡路市、鳥取県鳥取市、鳥
取県米子市、長崎県対馬市、鹿児島県いちき串木野市

2015 年度

北海道豊富町、秋田県大潟村、山形県最上町、群馬県前
橋市、山梨県甲斐市、三重県南伊勢町、滋賀県湖南市、
兵庫県神戸市、岡山県津山市、熊本県南関町、熊本県小
国町、鹿児島県西之表市、鹿児島県長島町、沖縄県浦添
市

2016 年度

北海道弟子屈町、福島県喜多方市、茨城県つくば市、岐
阜県八百津町、京都府城陽市、岡山県真庭市、大分県豊
後大野市、宮崎県川南町、熊本県水俣市、鹿児島県出水
市、沖縄県北中城村

2017 年度 北海道札幌市、秋田県八郎潟町、山口県宇部市、大分県
竹田市

2018 年度 福島県、長野県中野市、静岡県浜松市
（出所）総務省資料を基に著者作成
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（出所）著者作成

図 1　調査フローと把握事項

表２　書面調査の実施概要

項目 内容
目的 ・ 事業化成功要因・阻害要因把握の詳細調査に向けた基礎的・

網羅的情報を入手する。
対象 ・対象 46 事業 
内容 １．現状把握

・ マスタープランに関する経緯・検討内容について（策定年度・
経緯・災害対応の考え方・都道府県の関与）

・ マスタープランに関する経緯・検討内容について（策定年度・
経緯・災害対応の考え方・都道府県の関与）

・ マスタープラン策定後の状況（事業化段階・関係部門・事
業化要因・阻害要因）

・活用した補助制度
・マスタープランに対する見直し・変更
２．マスタープランにおける取組内容
・実施意義・ビジョン
・目的
・エネルギー需給（エネルギー需要・エネルギー供給）
・実施体制・スキーム
・事業採算性（初期投資・補助金額・収入・支出・収支）

（出所）著者作成
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（出所）著者作成

図 2　書面調査の分析軸
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４　結果

１）書面調査結果

⑴　事業化段階の区分

書面調査の結果、対象 46 事業の事業化段階の区分

を整理すると表４の通りである。

事業化（つまり「事業開始」、「一部事業開始」、「事

業着手（設計・施工段階）」となる事業）は、18 事業（約

39％）であり、事業化調整中（つまり「事業化調整中（事

業化に向けた追加の調査を実施中）」、「事業化調整中

（事業化に向けた関係機関との調整中）」、「事業化調整

中（補助金申請中）」、「継続調査中（マスタープラン

の内容精査等の調整中）」となる事業）は、18 事業（約

39％）、事業化見合わせ（つまり「事業化を見合わせ

若しくは断念」となる事業）は 10 事業（約 22％）と

いう結果となった。

なお、マスタープランを策定した年度と、事業化し

た年度までの経過期間については、図 3 の通り、平成

29 年度に策定した団体から事業化した団体がないも

のの、 事業化割合とマスタープラン策定後の経過年数

とで一定の相関があるといえる。

⑵　事業実施の目的

実施目的について、図４の通り「地域エネルギー事

業による雇用の拡大」が最も多く、次いで「地域再エ

ネ資源の利用率の増加」、「地域内の低炭素・脱炭素の

徹底、温室効果ガス排出削減」が多く見られた。

表３　詳細調査の実施概要

項目 内容
目的 ・ マスタープランについて書面調査・電話調査で把握しきれ

ない詳細を把握する。
対象 対象 46 事業

うち、事業化成功団体 5 団体、事業化阻害団体 5 団体には、
現地往訪による調査を実施
　事業化成功団体：
　　（ 栃木県 / 滋賀県湖南市 / 鳥取県鳥取市 / 大分県豊後大

野市 / 沖縄県浦添市）
　事業化阻害団体：
　　（ 北海道札幌市 / 茨城県つくば市 / 静岡県浜松市 / 兵庫

県神戸市 / 鹿児島県西之表市）
内容 １　マスタープラン詳細化

１）実施意義・ビジョンについて以下の観点でご教示ください。
　　①地域が抱えている課題は何か
　　②取組の実施意義は何か
　　③中長期的にめざしたい地域の姿は何か
　　④地域版 SDGs のコンセプトとの整合はあるか
２）目的　について以下の観点でご教示ください。
　　①事業の取組と目的が整合しているか
　　② 取組が中長期的な事業環境をとらえたものになってい

るか
　　③非常時対応が含まれているか
３）エネルギー需給について以下の観点でご教示ください。
　　① 中長期的なエネルギー資源調達方法が確立されている

か
　　②需要想定と開拓リスクの方策は何か
　　③ エネルギー供給資源・インフラ施設・機器は安定的に

確保できるか
　　④利用者への訴求ポイントは何か
４）実施体制・スキームについて以下の観点でご教示ください。
　　①実施主体が明確になっているか
　　② 関係者（自治体、国、事業者、住民等）の役割・責任

分担が明確か
　　③ 事業全体を統括・推進する体制が具体的か（首長・担

当職員 etc）
　　④進捗管理の仕組みがシステムとして機能しているか
５）事業採算性について以下の観点でご教示ください。
　　①中長期的な資金調達構造がどうなっているか
　　②一定の収益規模確保状況はどうなっているか
　　③コスト抑制の工夫は何か
　　④独立採算で自走できるような収支計画か
　　⑤事業リスクと対応策はどうなっているか
　　⑥剰余金の再投資の方針は明確か

２　事業化成功・阻害要因の検討
（事業化した団体向け）
１ ）マスタープラン策定以後、事業化に至ったプロセス（実

施項目及び期間）はどのようなスケジュール感についてご
教示ください。

　　－ FS 調査
　　－協議会等の立上げ（官民連携組織の組成）
　　－事業者選定
　　－設計・施工
　　－運用・事業拡大

２ ）事業化を加速化させた要因・成功要因と考えられる事項
は何かご教示ください。

　　：ビジョン・目的　［情報］
　　　－必要性・賛同の得られる取組
　　：エネルギー需給　［モノ］
　　　－安定安価なエネルギー源の確保
　　　－長期的安定需要の確保
　　　－既存販路の活用による顧客開拓
　　：実施体制・スキーム　［ヒト］
　　　－首長のトップダウン
　　　－プラットフォーム組織・ステークホルダー巻き込み　
　　：事業採算性　［カネ］
　　　－補助金の採択

項目 内容
（事業化していない団体向け）
１ ）マスタープラン策定後の現在の状況についてご教示くだ

さい。
※ 1　マスタープラン詳細の項目に沿って変更内容等の確認
２ ）事業化を阻害した要因として考えらえる事項は何かご教

示ください。
※ 書面調査での回答を踏まえ、より固有名詞・実態について

把握する趣旨
・エネルギー需給面　［モノ］
　－設備の信頼性
　－需要の確保 / 供給源の確保
　－利用者への差別性・訴求ポイント
・実施体制・スキーム　［ヒト］
　－民間の巻き込み
　－庁内キーパーソンの異動
・事業採算性　［カネ］
　－事業収支バランス
　－補助金の獲得／投融資の獲得
・ビジョン・目的　［情報］
　－取組意義の見直し

（出所）著者作成
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⑶　事業化成功要因の分析

事業化成功要因として、図５の通り、①「担当部署

の意欲的な姿勢」や「行政計画への位置付け」等の行

政側の体制に関するもの、②「地域での有力な地元企

業の存在」や「官民連携による推進母体」、「専門部署

の設置や専門的人材の受入等」等の官民連携に関する

もの、③首長の強いリーダーシップに大別される。

その中でも特に、①のうち「担当部署の意欲的な姿

勢」、「行政計画への位置づけ」及び「地域での有力な

地元企業の存在」を挙げる回答が多く見られた。

また、事業化段階ごとの事業化成功要因についてク

ロス分析を行った結果（図６）によれば、事業化した

団体のうち、事業開始、一部事業開始、事業着手のい

ずれの段階でも共通した要因として挙げられているの

が、Ａ「事業推進を担う地元企業の存在」、Ｂ「庁内

推進体制」、Ｃ「行政計画に事業が位置付けられている」

である。また、事業化段階によっては、「担当部署の

意欲」「既存の推進母体の存在」が差異のある要因と

して挙げられる。

なお、事業化成功要因のひとつである「行政計画へ

の位置付け」については、図７の通り、事業化した事

業は、「総合計画の施策に位置付ける」ケースや、「地

域新・省エネルギービジョンのエネルギー施策に位置

付ける」ケースが多く見られた。

さらに、事業化成功要因のひとつである「地域での

有力な地元企業の存在」については、図８の通り、事

業の実施体制として、電力、ガス事業者のほか、金融

機関などの参画が多くみられた。

表４　事業化段階の区分

区分 詳細区分 団体名
事業化

【18】
A 事業開始　【2】 栃木県 / 滋賀県湖南市
B 一部事業開始　【14】 北海道下川町 / 北海道豊

富町 / 岩手県八幡平市 / 
山形県 / 山形県最上町 / 
群 馬 県 前 橋 市 / 岐 阜 県
八百津町 / 兵庫県淡路市 / 
鳥取県鳥取市 / 鳥取県米
子市 / 山口県宇部市 / 熊
本県南関町 / 大分県豊後
大野市 / 鹿児島県いちき
串木野市

C 事業着手（設計・施工段
階）【2】　

福島県喜多方市 / 沖縄県
浦添市

事業化調整中
【18】

D 事業化調整中（事業化
に向けた追加の調査を実施
中）【2】

北海道弟子屈町 / 秋田県
八郎潟町

E 事業化調整中（事業化
に向けた関係機関との調整
中）【5】

北海道札幌市 / 北海道石
狩市 / 山梨県甲斐市 / 長
野県中野市 / 沖縄県北中
城村

F 事業化調整中（補助金申
請中）【0】

ー

G 継続調査中（マスター
プランの内容精査等の調整
中）　【11】

秋田県大潟村 /  福島県 / 
静岡県浜松市 / 三重県南
伊勢町 / 兵庫県神戸市 / 
岡山県津山市 / 熊本県水
俣市 / 熊本県小国町 / 大
分県竹田市 / 鹿児島県西
之表市 / 鹿児島県長島町

事業化見合わ
せ

H 事業化を見合わせ若し
くは断念　【10】

青森県弘前市 / 茨城県つ
くば市 / 群馬県中之条町 / 
静岡県富士市 / 京都府城
陽市 / 大阪府四條畷市 / 
岡山県真庭市 / 長崎県対
馬市 / 宮崎県川南町 / 鹿
児島県出水市

（出所）著者作成（表中の数字は事業数）
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図４　事業の実施目的

 
（出所）著者作成

図５　事業化の成功要因

（出所）著者作成

図３　プラン策定年度×事業化段階：クロス分析
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⑷　事業化阻害要因の分析

事業化阻害要因は、図９の通り多岐にわたるが、①

「事業採算性の確保」や「需要の安定的な確保」、「初

期投資における地方自治体の財政負担」等のファイナ

ンスに関するもの、②「地元事業者の不参加」や「中

核となる民間事業者の不在」等の官民連携に関するも

の、③再生可能エネルギー活用に関する状況の変化に

関するもののほか、④「マスタープラン策定後の調整

に時間を要する」等の関係者間の連携不備に関するも

のに大別される。

また、事業化段階ごとの事業化阻害要因についてク

ロス分析を行った結果（図 10）によれば、１「ファ

イナンス面の課題」、２「プレーヤー確保の面の課題」、

再エネをめぐる３「状況変化の課題」等が阻害要因と

して大きな影響を与えていることがわかる。また、事

業化段階によっては、「プレーヤー確保」の中で、「地

元事業者の参画」「中核となる民間事業者の選定」が

大きく差異のある要因として挙げられる。

なお、事業化阻害要因のひとつである「地元事業者

の不参加」や「中核となる民間事業者の不在」につい

ては、図 11 に示す通り、民間事業者が全額出資を想
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図８　事業に参画予定の事業者の種類
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図９　事業化の阻害要因
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図 10　事業化段階×事業化阻害要因
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図７　行政計画への位置づけ

（出所）著者作成
図６　事業化段階×事業化成功要因：クロス分析
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定したケースが最も多く、次いで民間事業者が過半出

資し、自治体が一部出資するケースが多い。事業化し

た団体においても、民間事業者が全額もしくは過半出

資したものが多いことがわかり、事業の担い手となり

うる民間事業者の存在の重要性が浮き彫りになった。

さらに、事業化阻害要因のひとつである「安定な需

要の確保」については、図 12 に示す通り、対象とす

る需要家に公共施設を掲げる事業が多くみられた。そ

の他医療施設、農業施設、宿泊施設、商業施設など

も需要家として多く位置づけられている。これは、公

共施設が安定した需要家として事業主体に位置づけら

れ、事業採算性確保のベースを固める重要な需要であ

ると考えられていることがわかる。

２）詳細調査結果

事業化成功要因及び阻害要因について、詳細調査に

より対象 46 団体にヒアリング調査をした結果につい

て、分析軸に沿ってその要因を具体化し整理した。

⑴　事業化成功要因の詳細把握結果

事業化成功要因について、詳細調査から得られた結

果は、図 13 に示す通りである。

分析軸の「１）実施意義・ビジョン」においては、

書面調査と同じく、既存計画や既存団体との連携など、

「行政計画への位置づけ」を行うことで、検討の下地

の準備や事業検討の継続性担保につながる、という声

を把握できた。また、「２）目的」においても、地元

需要家の強いニーズなどから事業化を切望され事業化

に至るケースもみられた。

事業の継続性の観点からは、分析軸の「３）エネル

ギー需給」においては、事業成立・事業継続に資する

需要家の存在を要因に挙げる声がみられた。

さらに「４）実施体制・スキーム」においては、要

因として多岐にわたり、かつ多くの意見が得られた。

書面調査との重複項目としては、「首長のリーダーシッ

プ」、「担当部署の意欲的な関与」、「事業推進を担う地

元企業の存在」などが成功要因として挙げられた。そ

の他にも、詳細調査で判明した独自要因として、「エ

ネルギー専門部署の設立」などが挙げられた。

その他、マスタープラン策定後の事業化プロセスに

おいて、「開発事業と一体のプラン策定」、「補助制度

の活用」、「用地確保が容易だった」などの意見もみら

れた。

⑵　事業化阻害要因の詳細把握結果

事業化阻害要因について、詳細調査から得られた結

果は、図 14、図 15、図 16 及び図 17 に示す通りである。

中長期的なビジョンとの整合、という観点では、他

の関連する行政計画と連携がとれずに、事業がとん挫

したケースや、事業目的として、首長の変更等による

政策の転換に伴い、事業推進力が失われるケースなど

が散見された。

また、「３）エネルギー需給」の分析軸においては、

事業サプライチェーン上において直接事業採算性に影

響が及ぶ供給側の問題と需要側の問題の双方がともに

阻害要因として多くの意見が挙げられた。つまり、バ

イオマス資源等に代表される必要なエネルギー・資源

が確保できない、という供給側の問題のほかに、収益
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図 11　地域エネルギー会社の出資形態
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図 12　対象とする需要家の種類
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源となる需要が想定より小さい、あるいは縮小した、

などの需要側の問題などについて、問題視する意見が

みられた。

この「３）エネルギー需給」と並んで大きな阻害要

因に挙げられる分析軸は、「４）実施体制・スキーム」

である。なかでも、「事業の担い手不足」を挙げる声

が非常に多く、事業モデルの絵空事は描けても、その

担い手がいないことはすなわち、事業として推進され

ない、ということである。また、関係者との合意形成

などにおいても、課題がある点は、書面調査結果と重

複する内容である。

さらに「５）事業採算性」は当然ながら、事業化阻

害要因の一大要因である。具体的には、イニシャルコ

ストの負担及び、分散型エネルギーを面的に活用する

場合に必要となる、自営線や熱導管といったエネル

ギーインフラに対する費用負担も大きなハードルと

なっている。

その他、議会からの反対や用地確保の問題など、外

的な要因によるものも少なからず阻害要因として挙げ

られている。
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図 13　事業化成功要因の詳細調査結果
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図 14　事業化阻害要因の詳細調査結果（1/4）
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図 15　事業化阻害要因の詳細調査結果（2 /4）
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図 17　事業化阻害要因の詳細調査結果（4 /4）
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図 16　事業化阻害要因の詳細調査結果（3 /4）
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５　考察

１）事業化成功要因から得られる示唆

書面調査及び詳細調査の結果、事業化成功要因から

導かれる示唆として、図 18 の通り「事業化推進力の

創出・実効性の担保」及び、「ノウハウを持ったプレー

ヤーの確保」の重要性が導出された。

地元需要家、首長、担当部署の人材など立場は違え

ども、事業化に係るその必要性について理解をし、事

業を計画倒れとせずに実現に向けて思いをもって推進

する「事業化推進力」がまずもって事業化に向けて重

要であるといえる。

また、そうした「事業化推進力」をうけて、実際に

事業を行っている受け皿としての専門的知見を有した

人材・組織が実際に事業を起こし、事業実現につなげ

ていくことが重要である。

２）事業化阻害要因から得られる示唆

同じく、書面調査及び詳細調査の結果、事業化阻害

要因から導かれる示唆として、図 19 の通り「行政の

リーダーシップによる関係者巻き込み」、「専門人材の

活用」、及び「柔軟なプランの見直し・連携」の重要

性が導出された。

需要がない、事業の担い手がいない、関係者との調

整がうまくいかない、など事業化における課題は複合

的に積みあがっているものの、自治体主導のエネル

ギー事業であるがゆえに、行政がリーダーシップを発

揮し、事業へのお墨付きを与えることで、関係者の関

心喚起につながり、事業化において必要な人材やエネ

ルギー・資源、情報などが有機的に連携を始めること

が期待される。

また、事業化成功要因との重複事項としての事業の

担い手としての専門人材の確保・育成が必須となる。

さらに、エネルギー業界は、これまで規制業界であっ

たこともあり、近年新規参入が進むなどの状況下で政

策変動の激しい業界である。そのため、技術革新や関

係者の理解醸成に時間がかかることも考えられる。構

想・計画段階で策定した内容については、適宜見直し

を行う、あるいは、関連する事業と連携し、事業化の

ハードルを下げるなどの柔軟な姿勢が求められる。

３）事業化促進に向けた政策・取組の方向性

事業化成功要因及び事業化阻害要因の分析から得ら

れた示唆によれば、事業に取り組む必然性と行政の関

与の必要性（行政計画・政策との連携）、実施体制に

おける適切な担い手による座組み組成（官民連携、専

門人材、地元事業者等）が共通の要素であることがわ

かる。これをもとに、事業化促進に向けて求められる

政策・取組の方向性が５点考えられる。

⑴ 　担当者・首長の熱意と人的ネットワークによるつ

ながり（ソーシャルキャピタル）を維持・醸成する

行政の担当者によるボトムアップアプローチ、首長

によるトップダウンアプローチなど、双方の良さに留

意しながら、事業の担い手の発掘と、そのためのネッ

トワークづくりを行い、弱いつながりの維持を怠らず

に実施することが望ましい。

これにより、事業の担い手発掘につながることが期

待できる。

⑵ 　地域課題を的確にとらえ、政策的課題として事業

を行政計画に位置付ける

分散型エネルギーを活用したプロジェクトを既存の

関連計画との連携に意識しながら、行政計画の一部と

して紐付けることで事業の検討が加速され、事業化へ

の担保とすることが可能となる。必要に応じて柔軟な

計画の見直しも実行する。

これにより、自治体主導の地域エネルギー事業とし

て事業化の推進力の確保が期待できる。

⑶ 　エネルギー事業の公的需要を確保の上、サプライ

チェーン上の「担い手」と必要な「財（資源等）」

を確保する

エネルギー事業の収益確保のための確実な需要とし

て公共のエネルギー需要を確保し、事業推進を行う庁

内の担当部局職員や民間事業者との連携による事業の

推進にかかる担い手を確保するとともに、事業として

の提供する財・サービスの流れを確保する。

これにより、事業継続に向けた事業展開が期待でき

る。

⑷ 　ステークホルダーの利害を明らかにし、協力者・

賛同者を増やす

事業に関わるすべての関係者にとっての事業関与に
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図 18　事業化成功要因から得られる示唆
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図 19　事業化阻害要因から得られる示唆
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よるメリット・デメリットを「見える化」「共有」で

きる（リアル・バーチャル）のプラットフォーム機能

を持つ「場」を行政主導のもと形成するとともに、事

業化にかかるボトルネックの洗い出しと合意形成に向

けて、情報発信等を通じて、協力者や賛同者を常時募

り、関係者の巻き込みを図ることが重要である。

これにより関係者間の円滑な合意形成や、事業推進

力の向上が期待できる。

⑸ 　エネルギー事業の専門人材の派遣・育成

エネルギービジネスの実施にあたって各種専門的な

知見で不足するものは外部の専門的人材との連携を率

先して進め、ノウハウを活用するとともに、庁内や地

域の事業者等へ移転し、能力向上につながるよう人材

育成を行うことが求められる。

これにより、事業の確実な推進に資するような推進

母体の形成につながることが期待できる。

６　おわりに

本研究では、自治体主導のエネルギー事業において、

構想・計画から事業化までの各自治体個別の分散型エ

ネルギーインフラプロジェクトの 46 事業を対象とし

て、それぞれ検討の経緯、事業化へのプロセス等を時

系列でたどり、書面調査及び詳細調査によって事業化

成功要因・阻害要因の分析を横断的・体系的に行うと

ともに、自治体主導のエネルギー事業の展開・普及に

向けて求められる政策・取組の方向性について明らか

にした。

そして、事業化要因分析により、「事業化推進力の

創出・実効性の担保」、「ノウハウを持ったプレーヤー

の確保」「行政のリーダーシップによる関係者巻き込

み」、「専門人材の活用」及び「柔軟なプランの見直し・

連携」といった示唆を得て、それらをもとに、事業化

促進に向けて求められる政策・取組の方向性として、

「担当者・首長の熱意と人的ネットワークによるつな

がり（ソーシャルキャピタル）の維持・醸成」、「地域

課題を的確にとらえ、政策的課題として事業を行政計

画に位置付ける」、「エネルギー事業の公的需要の確保・

サプライチェーン上の『担い手』と必要な『財（資源

等）』の確保」、「ステークホルダーの利害を明らかにし、

協力者・賛同者を増やす」、「エネルギー事業の専門人

材の派遣・育成」を得た。

今後、これらの政策・取組の方向性を具体化するた

めにどのような手順で誰を対象にどのようアプローチ

で行っていくべきか等、政策・取組の具体化に関して

継続的に検討することが必要と考えられる。また、今

回は行政に対する政策研究であるが、事業化に係る住

民の協力や連携等の推進などのあり方については、今

後の課題といえる。
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